
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金 △8 純資産合計 21,276,374

資産合計 35,035,743 負債及び純資産合計 35,035,743

-
-
-

-
-
-

-
135,205
135,205

8

-
-
-
-

1,971,000
-

△1,245,185
-

10,857

736,672
1,971,000

-

8,731
8,731

-

2,512,554
53,203

△45,354

△39,381,370
-
-

498,074
△429,985
65,018,149

- 34,900,538
34,147,286 △13,624,164
5,929,865

- -
- 負債合計 13,759,369
-

- -
- 33,574
- 1,752

- -
- 1,667
- -

- 1,000
- 1,144,744
- 1,107,751

- 59,690
- -

34,900,538 12,614,625
34,155,135 12,553,935

【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

科目 金額 科目 金額

- -



（単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

-

-

-

-

3,129,691

-

-

483,820

8,915

1,120,451

1,084,948

35,503

3,104,387

25,304

-

-

25,304

1,059,454

9,243

2,149,023

545,835

233,813

1,369,375

-

102,751

101,862

8

881

1,552,190

8,563

【様式第２号】

一般会計等行政コスト計算書
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

科目 金額

4,224,839

2,672,649

420,875

369,494

33,574



(単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 35,184,948 △13,478,528

純行政コスト（△） △3,129,691

財源

税収等 2,067,802

国県等補助金 631,842

本年度差額 △430,047

固定資産等の変動（内部変動） △284,410 284,410

有形固定資産等の増加 1,110,327 △1,110,327

有形固定資産等の減少 △1,380,291 1,380,291

貸付金・基金等の増加 10,857 △10,857

貸付金・基金等の減少 △25,304 25,304

資産評価差額 -

無償所管換等 -

その他 - -

本年度純資産変動額 △284,410 △145,636

本年度末純資産残高 34,900,538 △13,624,164

-

-

△430,047

21,276,374

-

△430,047

【様式第３号】

一般会計等純資産変動計算書
自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

科目 合計

21,706,421

△3,129,691

2,067,802

631,842



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高 135,205

-
130,748

本年度資金収支額 △13,859
前年度末資金残高 146,312
本年度末資金残高 132,453

2,789
△36
2,752

1,373,100

631,407
-
-
-
-

△478,861
-

1,242,352
1,242,352

-
1,373,100

2,067,802
435

1,084,948
35,001

631,407

-
-
-

334,254
-

1,110,269
1,099,412

-
-

10,857
-

1,059,454
-

483,820
8,915

3,188,186

104,643

【様式第４号】

一般会計等資金収支計算書
自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

科目 金額

2,853,932
1,301,742

417,065
779,648

-

386
1,552,190
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一般会計等に係る注記 

 

1 重要な会計方針 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

  ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

 ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

    ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

  イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

    取得原価が判明しているもの････････････････取得原価        

 取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

  ② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

    ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

 出資金 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 

⑶ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産･････････定額法 

     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

      建物   15 年～41 年 

      工作物  10 年～60 年 

      物品   ５年～10 年 

  ② 無形固定資産･････････定額法 

（ソフトウェアについては、当組合における見込利用期間（５年）に基づく定額法によってい

ます。） 

   

⑷ 引当金の計上基準及び算定方法 

  ① 投資損失引当金 

    市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額

が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

  ② 徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴
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収不能見込額を計上しています。長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又

は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

    期末自己都合要支給額を計上しています。 

④ 賞与等引当金 

    翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

⑸ 資金収支計算書における資金の範囲 

   現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物をいいます。 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。 

 

⑹ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品、ソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産とし

て計上しています。 

ソフトウェアについても、物品の取扱いに準じます。 

 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、又は固定資産の取

得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。 

 

2 重要な会計方針の変更等 

⑴ 会計方針の変更 

 該当事項はありません。 

   

⑵ 表示方法の変更 

 該当事項はありません。 

 

⑶ 資金収支計算書における資金の範囲の変更 

 該当事項はありません。 

 

3 重要な後発事象 

 ⑴ 主要な業務の改廃 

 該当事項はありません。 

 

⑵ 組織・機構の大幅な変更 
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 該当事項はありません。 

 

⑶ 地方財政制度の大幅な改正 

 該当事項はありません。 

 

⑷ 重大な災害等の発生 

 該当事項はありません。 

 

4 偶発債務 

 ⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

該当事項はありません。 

 

⑵ 係争中の訴訟等 

該当事項はありません。 

 

5 追加情報 

⑴ 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

    一般会計     

② 地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期

間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

③ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

 

⑵ 貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

   ア 範囲 

    すべての普通財産及び用途廃止が予定されている行政財産 

   イ 内訳 

該当はありません。 

 

  ⑶ 純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

⑷ 資金収支計算書に係る事項 
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① 基礎的財政収支  △39,964 千円 

② 既存の決算情報との関連性                       

 

 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 5,339,223 千円 5,206,770 千円 

繰越金に伴う差額 △146,312 千円 - 

雇用保険料預りにかかる相殺消去 △218 千円  △218 千円 

資金収支計算書 5,192,693 千円 5,206,552 千円 

   

  ③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額 

   資金収支計算書 

業務活動収支               334,254 千円 

投資活動収入の国県等補助金収入    631,407 千円 

    未収入金・未払費用の増減額      2,789 千円 

減価償却費    △1,369,375  千円 

賞与等引当金繰入額（増減額）        △951 千円 

    退職手当引当金繰入額（増減額）      △2,859 千円 

徴収不能引当金繰入額（増減額）        △8 千円 

    投資損失引当金繰入額（増減額）     △25,304 千円 

   純資産変動計算書の本年度差額       △430,047  千円 

 

④ 一時借入金 

  資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

  なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額        1,645,400 千円 

   一時借入金に係る利子額          360 千円 

 

⑤ 重要な非資金取引 

    該当事項はありません。 


